
射
水
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
（
生
活
安
全
課
内
）

　
月
～
金
曜
日　
午
前
９
時
～
午
後
４
時　
☎
52

－

７
９
７
４

富
山
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
高
岡
支
所

　
（
高
岡
市
御
旅
屋
町
１
０
１
番
地　
御
旅
屋
セ
リ
オ
５
Ｆ
）

　
月
～
金
曜
日　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時　
☎
25

－

２
７
７
７

消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン　
☎
１
８
８

問
合
せ
先

　

開
運
グ
ッ
ズ
を
購
入
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
祈
祷
サ
ー
ビ
ス
な
ど
関
連

商
品
の
契
約
を
次
々
に
さ
せ
ら
れ
、
高
額
な
請
求
を
受
け
る
と
い
う
消
費
者
ト
ラ

ブ
ル
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

★
無
料
の
運
命
鑑
定
を
申
し
込
ん
だ
と
こ
ろ
、「
こ
の
ま
ま

で
は
災
い
が
お
こ
る
」と
祈
祷
や
高
額
な
壺
の
支
払
い

を
求
め
ら
れ
、お
金
が
な
い
と
断
っ
て
も
借
金
し
て

支
払
う
よ
う
脅
さ
れ
た
。

★
お
金
を
多
く
払
う
こ
と
で
運
が
開
け
た
り
幸
せ
に
な
っ
た
り
す
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。
不
安
を
あ
お
る
よ
う
な
こ
と
を
言
わ
れ
て
も
き
っ
ぱ
り
断
り
ま
し
ょ
う
。

★
電
話
で
勧
誘
さ
れ
た
場
合
な
ど
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
で
き
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

一
人
で
は
対
応
で
き
な
い
と
思
っ
た
ら
す
ぐ
に
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に
相
談

し
ま
し
ょ
う
。
恐
怖
を
感
じ
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
警
察
に
も
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

事
　
例

ア
ド
バ
イ
ス

開
運
グ
ッ
ズ
や
祈
祷
等
を
次
々
と

開
運
グ
ッ
ズ
や
祈
祷
等
を
次
々
と

勧
め
る
業
者
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
！

勧
め
る
業
者
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
！
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11
月
30
日（
い
い
み
ら
い
）は

年
金
の
日
で
す

問
合
せ
先

　

「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」
を
利
用
し
、
ご
自

身
の
年
金
記
録
や
年
金
見
込
額
が
確
認
で
き

ま
す
。
将
来
の
生
活
設
計
に
つ
い
て
考
え
ま

せ
ん
か
。

　

詳
し
く
は
日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
所
得
税
お
よ
び

住
民
税
の
申
告
に
お
い
て
全
額
が
社
会
保
険

料
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
（
ご
家
族
の

分
も
含
む
）
。
そ
の
年
の
１
月
１
日
か
ら

12
月
31
日
ま
で
に
納
付
し
た
保
険
料
が
対
象

で
す
。

　

令
和
４
年
１
月
１
日
～
９
月
30
日
に
国
民

年
金
保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
方
に
対
し
、
日
本

年
金
機
構
本
部
か
ら
、
「
社
会
保
険
料
（
国
民

年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
」
が
送
付
さ
れ

ま
す
。

　

年
末
調
整
や
確
定
申
告
の
際
に
は
、
必
ず

こ
の
証
明
書
（
ま
た
は
領
収
証
書
）
を
添
付

し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
令
和
４
年
10
月
１
日
～
12
月
31
日
に
、

今
年
初
め
て
保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
方
へ
は
、

令
和
５
年
２
月
上
旬
に
送
付
さ
れ
ま
す
。

■
場
所
：
射
水
市
本
庁
舎
１
階
１
０
４
相
談
室

■
日
時
：
11
月
15
日
㈫
午
前
10
時
～
午
後
３
時

■
予
約
：
高
岡
年
金
事
務
所
☎
21

－

４
１
８
０

�

（
音
声
案
内
①
番
→
②
番
）

※
基
礎
年
金
番
号
の
分
か
る
も
の
や
身
分
証
を
持
参

く
だ
さ
い
。

出
張
年
金
相
談

事
前
に
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。

11
月
上
旬
に
、
控
除
証
明
書

が
発
行
さ
れ
ま
す

ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０-

０
０
３-

０
０
４

０
５
０
か
ら
始
ま
る
電
話
で

お
か
け
に
な
る
場
合
は
、

☎
０
３-

６
６
３
０-

２
５
２
５

控
除
証
明
書
は
再
発
行
が
で

き
ま
す
。
基
礎
年
金
番
号
が

わ
か
る
も
の
を
お
手
元
に
準

備
し
、
右
記
の
問
合
せ
先
へ

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
１
週
間

程
度
で
ご
自
宅
へ
再
送
付
し

ま
す
。

　
お
急
ぎ
の
場
合
は
高
岡
年
金

事
務
所
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

高
岡
年
金
事
務
所

☎
21-

４
１
８
０

（
音
声
案
内
は
②
→
②
番
）

令和４年に保険料を納め始めた時期 控除証明書の発送時期
令和４年１月１日～９月30日 令和４年11月上旬
令和４年10月１日～12月31日 令和５年  2月上旬

年 金
だより
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